
宇都宮市で給水装置工事を営むためには 

 

■「指定給水装置工事事業者」になるための指定要件は次の４つです。 

 
１．『人』給水装置工事主任技術者（国家資格）がいますか？ 

 ※ 上記の資格者が一人でもいない場合は，次のどちらかの方法で資格者を確保し

て下さい。 
  ① 資格取得者か，資格取得見込み者を雇ってください。 
  ② 国家試験に合格し，資格を取得してください。 
     （問）財団法人 給水装置工事技術振興財団（TEL03-5695-2511） 
 
２．『店』事業所はありますか？ 

 ※ 事業に支障がなければ，給水区域（宇都宮市）以外の事業所でもかまいません。 
 ※ 個人（会社組織でない）でも可能です。 
 
３．『工具』必要な工具はそろっていますか？ 

 ※ 切断用，加工用，接合用の機械工具と水圧テストポンプが必要です。 
 
４．『欠格要件』 申請者や役員に欠格要件に該当する人はいませんね？ 

 ※ 破産者や水道法違反者などは指定給水装置工事事業者にはなれません。 
   
 
 以上の要件を充たせば，法令で定められた書類（「提出書類及び記載事項」参照）

をそろえて，下記に直接申し込んでください。 
 
  ※ 指定を受ける際に，指定手数料として１５，０００円必要です。 

なお，保証金などは一切必要ありません。 
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■提出書類及び記載事項 

 
１．指定給水装置工事事業者申請書（両面） [様式１] 

① 「事業の範囲」には，給水装置工事業・管工事業など貴社が営業内容 
 を詳細に記すこと。 
② 店（会社）で，２つ以上の事業所（支店，営業所など）がある場合は， 

   事業に支障がない限りすべての事業所を登録しても構わない。 
③ 主任技術者は事業所ごとに選任すること。事業に支障がなければ同一 

   人を選任しても良い。ただし，他の店（会社）との掛け持ち選任はでき 
   ない。 
 
２．機械器具調書 [別表] 
※ 下記の①～④を所持している旨を詳細に記すこと。 
① 金切りのこぎり等の管の切断用の機械器具 
② ヤスリ，パイプねじ切り器等の管の加工用の機械器具 
③ トーチランプ，パイプレンチ等の管の接合用の機械器具 
④ 水圧テストポンプ 

 
３．誓約書 

※ 下記の①～⑤に該当していないことを誓約すること。 
① 成年被後見人もしくは被補佐人又は破産人 
② 水道法に違反し，２年以上経過していない者 
③ 水道法等の規定により指定を取り消され，２年以上経過していない者 
④ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれのある者 
⑤ 申請者本人，法人役員のうち上記の①～④に該当する者がいる場合 

 
４．添付書類 

① 法人の場合は，定款もしくは寄付行為及び登記事項証明書 
② 個人の場合は，住民票または外国人登録証明書の写し 
③ 給水装置工事主任技術者免状の写し 
④ 事業所，機械器具等の写真 

※以上の申請内容に変更があった場合は，その都度速やかに届出をすること。 
 

 申請書類等はすべて水道法で様式が定められており，上下水道局工事受付

センターにおいて所定の用紙を用意してあります。 



■指定給水装置工事事業者登録の手続きの流れ 

 
 
 

     
 
       
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                          ※指定を受けた日から２週間以内 
 
 
 
 
 
 

②指定給水装置工事事業者指定申請書の提出 

※水道法第２５条の２ 

※水道法施行規則第１８条，第１９条，第２０条 

④指定給水装置工事事業者の指定 
※ 水道法第２５条の３ 
※ 宇都宮市水道事業給水条例施工規程第２４条の２ 

⑤告示（一般に周知） 

※水道法第２５条の３第２項 

⑦給水装置工事主任技術者の選任 
※水道法第２５条の４、水道法施行規則第２１条 

指定給水装置工事事業者の登録が 
完了しました 

③指定手数料(\１５，０００円)の納付 

※必要に応じ，給水装置設計施行基準（\２，２００円） 

  を購入していただきます。 

※宇都宮市水道事業給水条例第３７条 

⑥指定工事事業者証の交付 
※宇都宮市水道事業給水条例施行規程第２４条の４ 

①事前審査 

※指定申請書の書類審査，指定要件の確認，現地調査等

を行います。 



（表面） 

指定給水装置工事事業者指定申請書 

 
 
（あて先）宇都宮市上下水道事業管理者 
 
 

平成  年  月  日 
 
 
              申請者  氏名叉は名称 宇都宮水道設備株式会社 
                   住    所 宇都宮市河原町１－４１ 

代表者 氏名 宇都宮太郎      印 
 
   水道法第１６条の２第１項の規定による指定給水装置工事事業者の指定を受け 
  たいので，同法第２５条の２第１項の規定に基づき次のとおり申請します。 
 

   役員（業務を執行する社員，取締役叉はこれらに準ずる者）の氏名 
フ リ ガ ナ 
氏     名 

フ リ ガ ナ 
氏     名 

 
 代表取締役 

  宇都宮
うつのみや

 太郎
たろう

 

 
 
 

 
 取締役 

  宇都宮
うつのみや

 花子
は な こ

 

 取締役 

  宇都宮
うつのみや

 次郎
じ ろ う

 

 
 
 
  事業の範囲 
 
 

 
上下水道設備工事の設計及び施工 

給水装置工事の設計及び施工 

 
 

機械器具の名称，性能及び数 別表のとおり 

 （備考）この用紙の大きさは，日本工業規格Ａ列４番とすること。 

様
式
第
一
（
第
十
八
条
関
係
） 

 

記入例 



（裏面） 

当該給水区域で給水装置工事の事業を行なう事業所の名称  宇都宮水道設備株式会社 

上記事業所の所在地  宇都宮市河原町１－４１ 

上記事業所で選任されることとなる給水装置工事主任技術者の氏名 給水装置工事主任技術者免状の交付番号

 

宇都宮 太郎 

 

宇都宮 次郎 

 

第○○○○○号 

 

第○○○○○号 

 

（添付資料）給水装置工事主任技術者免状の写し 
（備考）この用紙の大きさは，日本工業規格Ａ列４番とすること。 

記入例 



 
機  械  器  具  調  書 

   
                        平成  年  月  日 現在 

 
 

種 別 名 称 形式，性能 数 量 備 考 

管切断用 

 

 

管加工用 

 

 

 

 

接合用 

 

 

 

 

 

 

水圧テスト 

 

その他 

金切りのこ 

弦のこ 

エンビカッター 

やすり 

ねじ切り機 

平プラシ 

丸ブラシ 

分水栓用穿孔機 

ﾄｰﾁﾗﾝﾌﾟ・ｶﾞｽﾊﾞｰﾅｰ

パイプレンチ 

モンキーレンチ 

プライヤー 

面取器 

木槌 

パイプ圧着器 

テストポンプ 

水圧計 

開栓器 

音聴棒 

ツルハシ 

スコップ 

ハンマー 

さく岩機 

ランマー 

振動プレート 

水潜ポンプ 

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ 

工事中標示板 

工事予告標示板 

交通規制用標示板 

 

 

φ13～25C2 

中目 

 

15A～80A 

鋳鉄ビニル石綿用 

250～350mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Mpa（10kgf/c ㎡）

 

 

 

 

 

 

 

転圧用 

舗装仕上・転圧用 

 

舗装切断用 

2 

2 

2 

5 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 式 

1 式 

1 式 

 

（注）種別の欄には「管の切断用の機械器具」，「管の加工用の機械器具」，「接合用の機械器具」 
   「水圧テストポンプ」の別を記入すること。 
（備考）この用紙の大きさは，日本工業規格Ａ列４番とすること。 

別
表
（
第
十
八
条
関
係
） 

記入例 



 
 
 
                 

誓  約  書 
 
 
        指定給水装置工事事業者及びその役員は， 
 

 水道法第２５条の３第１項第３号イからホまでの 
 

 いずれにも該当しない者であることを誓約します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      平成  年  月  日   
 
 
 
             申請者 
              氏名叉は名称  宇都宮水道設備株式会社 
 

住  所    宇都宮市河原町１－４１ 
 

代表者氏名   代表取締役 宇都宮太郎   印 
 
 
 
（あて先）宇都宮市上下水道事業管理者 
 
 

 

記入例 



添付写真（事業所，機械器具等）の作成例 

※Ａ４版（Ａ３二つ折り）工事写真帳に整理して提出してください。 
 
 
        １ページ             ２ページ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ３ページ             ４ページ 
 

 

事務所全景 

 

事務所看板 

 

事務所内 

 

管の切断用器具 

 

管の加工用器具 

 

管の接合用器具 

タ

イ

ト

ル

，

説

明

を

記

入 

タ

イ

ト

ル

，

説

明

を

記

入 

 

 

水圧テストポンプ 

自記録計 

 

残留塩素測定器 

 

車両関係 

 

土木作業用工具 

 

測量器具 

 

その他 

（資材置場等） 

タ

イ

ト

ル

，

説

明

を

記

入 

タ

イ

ト

ル

，

説

明

を

記

入 

 



給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 
 
 
（あて先）宇都宮市上下水道事業管理者 
 
 
 

平成  年  月  日 
 

届出者 宇都宮市河原町１－４１ 
宇都宮水道設備株式会社 
代表取締役 宇都宮太郎 印 

 
   水道法第２５条４の規定に基づき，次のとおり給水装置工事主任技術者の 
  選任・解任 の届出をします。 
 

給水区域で給水装置の 
 事業を行う事業者の名称 

宇都宮水道設備株式会社 

上記事業所で選任・解任する 
給水工事主任技術者の氏名 

給水装置工事主任技術者

免状の 交 付 番 号
選任・解任の年月日 

 
 
 

宇都宮 太郎 

 

宇都宮 次郎 

 
 
 
 
 

 
 
 

第○○○○○号 

 

第○○○○○号 

 
 
 
 
 

 
 
 

○○年○○月○○日 

 

○○年○○月○○日 

 
 
 
 
 

（添付資料）給水装置工事主任技術者免状の写し，給水装置工事主任技術者証または 
運転免許証等の写し 

（備考）この用紙の大きさは，日本工業規格Ａ列４番とすること。 

様
式
第
三
（
第
二
十
二
条
関
係
） 

記入例 

 


